
女性活躍推進法に基づく男女の賃金差異の公表 

 

当社の女性活躍推進法に基づく男女の賃金差異は以下の通りとなります。 

 

＜割合＞ 

平均年間賃金 男女の賃金差異 

（男性社員の賃金に対する女性社員の賃金の割合） 

正規労働者 74% 

非正規労働者 75% 

全ての労働者 75% 

 

【算出の前提条件】 

・対 象 期 間： 2022 年度（2022 年 2 月～2023 年 1 月）  

・賃   金 ： 毎月の給与および年 2 回の賞与を含む「総支給額」から算出 

・労  働  者 ： 正規労働者  = 総合職正社員、販売正社員 

非正規労働者 = 有期契約社員、無期契約社員、派遣社員  

・そ  の  他 ： 育休・産休を取得している者については、給与・賞与で著しい減額が発生

しているものの、男女の働き方及び賃金差異縮小を目指す観点から、給

与・人員ともに対象に組み入れて算出 

 

【算出結果について】 

・社員における男女間の賃金差が生じている主要因は、管理職における女性比率が 33.0%

に留まっているため。 

・非管理職に比べ管理職の男性率が高いため賃金差が生じているが、同一職種における男女

賃金差は小さい。 

・契約社員における男女間の差異が生じている主要因は、応募職種および就業職種の違いに

よる。契約社員が就業している 9 割以上は販売員もしくはコールセンターである。販売

員の方が給与が高いものの、コールセンターへ応募、就業をする女性割合が多いための賃

金格差が発生している。同一業務における男女賃金差は生じていない。 

 


